
年 月 年 月 年 月
年 月 年 月 年 月

日 日 日 日
日 日 日 日
日 日 日 日
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円

＝ 円 円
円 銭

円 銭

× 5

円
円

× 5

× 5

円 銭
〔注意事項〕別紙参照。

0

日－ 日

(ﾁ) ＋ (ﾘ) ＝ 0

0 銭(ﾘ)
（総日数） （控除日数)

－ 0 円 0 銭
365

0
× ＋ 0

0 円

＝ 0 円

0 銭(ﾁ)
100

（寒冷地手当の額） （総日数） （その他の給与の総額） (ﾎ)

円÷ 0 ×
60

＝

日－ 日

(C') 法第２条第６項による金額（同条第４項ただし書計算）
日、時間又は出来高払制によって定められた
給与の総額（控除日に支払われたものを除く）

勤務した日数
 (控除日を除く)

＝ 0 円 0 銭
（総日数） （控除日数)

－ 0 円 0 銭
365

（寒冷地手当の額） （総日数） （給与総額) (ﾄ)
0

× ＋

(ﾎ) ＋ (ﾍ) ＝ 0 0 銭(ﾄ)

円 0 銭(ﾎ)
365

（控除日の勤務に対して支払われた時間外勤務手当等の合計額） 銭(ﾍ)

× － ＝ 0
0

＋ 0 ÷ 0

(C) 法第２条第６項による金額（同条第４項本文計算）
（寒冷地手当の額） （控除日の属する月の給与の月額） （その月の総日数） （控除日数) (減額された給与の額）

0 銭(ﾆ)

(ﾛ) ＋ (ﾊ) ＋ (ﾆ) ＝ 0 0

円÷ ＝ 0 円

0 円 0 銭(ﾊ)
100

（その他の給与の総額） （総日数）

円÷ ×
60

＝

(B) 法第２条第４項ただし書による金額
日、時間又は出来高払制によ
って定められた給与の総額 （勤務した日数）

円×5÷365＝ 0 00 銭(ﾛ)
(ｲ) ＋ (ﾛ) ＝ 0 0

円÷ 0 0 銭(ｲ)

(A) 法第２条第４項本文による金額 寒冷地手当
災害発生の日の属する月の前月の末日以
前における直近の寒冷地手当の支給日に
支給された寒冷地手当の額(給与総額) (総日数)

計

地 域 手 当
住 居 手 当
通 勤 手 当

宿日直手当

総 日 数

給 料
扶 養 手 当

給

与

平 均 給 与 額 算 定 書
２号紙

被災職員の氏名
及 び 生 年 月 日

年 月 日生 補償の種類

勤 務 し た 日 数
控 除 日 数

１　平均給与額算定内訳
　災害発生の日の属する月の前月の末日から起算して過去３月間の給与
　（通勤手当については、地方公務員災害補償法施行規則第３条第５項に規定する各月ごとの合計額）

給 与 期 間
日から 日から 日から

計 備考
日まで

時 間 外 勤 務 手 当

日まで 日まで



年 月 年 月

級 級
円 円
円 円
円 円

円 円

円 銭

円 銭

円 ＝ 円 銭

円 ＝ 円 銭

円

歳

円 円

年 月 日

（総務大臣が定める率）

(L) 法第２条第11項又は第13項による金額

長の職・氏名

所属部局の

所 在 地

名 称

２ 平均給与額
円( )による金額0

＊ 平均給与額の算定内訳は上記のとおりであることを証明します。

昭和61年改正法附則第５条の
規定による経過措置の適用

　　　　最低限度額　　　　最高限度額

無有

規
則
第
３
条
第
６
項
に
よ
る
金
額

(K) 規則第３条第７項による金額

　　法第２条第11項又は第13項の基準日における年齢

00

(J)(H)(I)以外の金額 円 銭

(ﾜ)
0 00 銭× 0

銭(ｦ)

(H) 離職後に補償を行うべき事由が生じた場合の金額
　補償事由発生日を採用の日とみなして(E)の例により計算した額

（基本的給与の月額②）

円÷30＝ 0 円 00 銭

0

0 円 00 銭(ﾜ)

(ｦ)及び(A)(B)(C)(C')(D)(E)のうち最も高い金額

0

(I) 離職後に補償を行うべき事由が生じ、かつ、補償事由発生日が災害発生の日の属する年
　度の翌々年度以降に属する場合の金額

災害発生の日を補償事由発生日とみなして(F)の例により計算した額
（基本的給与の月額①）

円÷30＝ 0 円 00

(ﾇ)及び(A)(B)(C)(C')(D)(E)のうち最も高い金額

(ﾙ)
銭×000 00

(G) 規則第３条第４項による金額
災害発生の日を補償事由発生日とみなして(F)の例により計算した額

（基本的給与の月額①）

00円0円÷30＝0 銭(ﾇ)

0

銭(ﾙ)00円0

（総務大臣が定める率）

(F) 規則第３条第３項による金額
（基本的給与の月額②）

円÷30＝ 0 000

円

計 0
(E) 規則第３条第２項による金額

（基本的給与の月額①）
円÷30＝ 0000

扶 養 手 当
地 域 手 当
特地勤務手当又は
へき地勤務手当

職給料表 号給
給 料

円

計 0

給 料
扶 養 手 当
地 域 手 当
特地勤務手当又は
へき地勤務手当

職給料表 号給

②補償事由発生日(①災害発生の日(
　おける基本的給与の月額 　における基本的給与の月額

円 00

（給与総額） （総日数）
(D) 規則第３条第１項による金額

＝円÷

日)に

銭

日)




